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第１章 総則 

第１条（目 的） 

１． 本規約は、乙が甲に提供する本サービスについて、本サービス契約すべてに適用されるものとします。 

２． 甲は、本サービスを甲自身の利用目的のみに使用し、他の目的の為に使用することはできないものとします。 

３． 甲および乙は、両者の合意に基づき公正な契約を締結し、信義に則り誠実に履行するものとします。 

 

第２条（本規約の変更） 

1. 乙は、甲への事前の通知および承諾を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。

本規約の全部または一部が変更された場合、変更後の本規約が本サービス契約すべてに適用されるものとしま

す。 

2. 乙は、本規約の内容を変更した場合、ホームページ上または乙が適当と判断する方法にて公表するものとします。 

 

第３条（用語の定義） 

本規約（別紙を含む）において、以下の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用  語 用 語 の 意 味 

本サービス 
ITKeeper シリーズ「ネットワークセキュリティパック」をいい、標準サービスとオプショ

ンサービスから構成されます。 

検収日 本サービスの設定作業が終了した日をいいます。 

契約終了日 
甲または乙が相手方に対し、本サービス契約を終了する旨の意思表示をした日の属する

月の末日をいいます。 

関連会社等 乙の関連会社または乙の選任した第三者をいいます。 

料金等 
申込書および申込承諾書に記載された本サービス毎にかかる料金および別途乙

が定める本サービスの実施に要する費用等をいいます。 

データ等 
対象機器、必要機器およびその他の甲が保有する機器に記録されたデータ等を

いいます。 

ID 等 
本サービスの実施に必要となる全アカウント情報やパスワードおよび契約ＩＤをいい

ます。 

対象機器 
別紙１で定める条件を充足する、本サービスを利用するために必要な甲の機器で、

UTM、HUB および付帯する LAN 部材などを総称していいます。 

顧客機器 
対象機器と接続して使用されるクライアント PC、プリンター、MFP 等の顧客の機器をいい

ます。 

UTM 対象機器のうち、セキュリティ機能が統合されたネットワーク機器をいいます。 

ネットワーク環境 甲のネットワークおよびインターネットへの接続環境の総称をいいます。 

設定変更依頼書 甲が乙に対し、対象機器の設定変更を依頼するときの書面をいいます。 

 

第２章 本サービス 

 

第４条 (本サービス) 

    乙は、本サービスにおいて、甲のネットワーク環境にかかる機器および各種サービスの提供を行います、本サービス

は標準サービスおよびオプションサービスから構成され、甲の選択に応じて提供されるものとし、その詳細は、別紙

に定めるとおりとします。なお、本サービスで提供する機器以外は本サービスの適用対象外となります。 

 

メニュー区分 適用となる条項 

Ⅰ.ハードウェアの提供 売買条項 

Ⅱ．導入設置サービス 請負条項 

Ⅲ．運用サービス 委任条項 

Ⅳ．オンサイト保守サービス 請負条項 

Ⅴ．インターネット接続サービス 委任条項 

Ⅵ．オプションサービス 委任/請負条項 

 

第５条（本サービス契約の成立） 

１． 甲は、本規約の内容に同意の上、申込書に必要事項を記入し乙に提出することにより、乙に対して利用申込みを

行うものとします。 

２． 乙が甲より必要事項を記載済の申込書を受領した時点で、甲乙間において本サービス契約は成立します。 

３． 乙は、本サービス契約の成立から３０日の間に次の事項に定める場合があると判断した場合には、甲に通知することにより直

ちに本サービス契約を解除することができるものとします。 

（１） 甲が、利用申込みにかかる契約上の義務を怠った場合、またはそのおそれが明らかである場合 
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（２） 甲が、申込書に虚偽の事実を記載した場合。 

（３） 甲が、本サービス料金の支払いを怠るおそれがある場合。 

（４） 甲について、第 56 条(反社会的勢力との関係排除等)に違反する事実が判明した場合、またはそのおそれが

明らかである場合。 

（５） その他、乙の業務の遂行上著しい支障があると乙が判断した場合。 

 

第６条（本サービスの提供期間） 

本サービスの提供期間は検収日から契約終了日までとし、最長 5 年とします。 

 

第７条（本サービス提供地域および言語）  

本サービスの提供地域は、日本国内に限定します。 

 

第８条（関連会社等の代行） 

乙は、本サービス契約より生ずる乙の義務について、関連会社等に代行させることができるものとします。この場合、

乙は、乙の責任と負担において、関連会社等に対して、十分な指導および管理を行うものとします。 

 

第９条（本サービスの追加・変更） 

甲は、本サービスの追加および変更を希望する場合は、その旨を乙に通知し、別途乙の定める方法にしたがって

サービスの追加および変更の依頼を行うものとします。なお、追加および変更された本サービスに関する契約につ

いては、第５条の規定が適用されるものとします。 

 

第１０条（甲による本サービス契約の解除）  

１． 甲は、本サービス契約の解除を希望する場合は、解除希望日の１か月前までに乙にその旨を書面で通知すること

により、本サービス契約を解除できるものとします。 

２． 本条第１項の規定にかかわらず、検収日の属する月の翌月１日から起算して１２か月を経過する前に甲が本サー

ビス契約の解除を希望する場合、甲は乙に対し解除希望日の属する月の翌月末日までに、乙が定める解約金を

一括して支払うことにより、本サービス契約を解除できるものとします。 

３． 本サービスの実施前に本サービスのキャンセルはできないものとします。ただし、事由により甲の申込みサービスの

初期料金に相当する額の違約金を支払うことにより、キャンセルできるものとします。 

 

第１１条（乙による本サービス契約の解除） 

１． 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告なしにただちに本サービス契約の全部または一部を解

除することができるものとします。 

（１） 本規約に定める債務を履行せず、その他本規約に違反し、相当の期間を定めた催告にかかわらず、なお債務不履

行その他の違反行為が是正されない場合。 

（２） 差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合、あるいは滞

納処分により財産の差押を受けた場合。 

（３） 振出、裏書もしくは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合、もしくは手形交換所より銀行取引停止処分を

受けた場合。 

（４） 発生させた電子記録債権が支払不能となった場合、または電子記録債権取扱金融機関より取引停止処分を受けた

場合。 

（５） 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始を申立てられた場合。 

（６） 定款違反、合併、総会の決議等による解散事由に該当した場合 

（７） 資産・信用状態もしくは事業状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。 

（８） 監督行政庁により資格の取消、業務の停止等の行政処分を受けた場合。 

（９） 重大な背信行為があった場合。 

（１０）第５条第３項に該当する事由がある場合 

（１１）その他本サービス契約を継続し難い重大な事由が発生した場合。 

 

２． 甲は、前項第２号から第８号までのいずれかに該当した場合、ただちに乙に対してその旨を通知するものとしま

す。 

３． 甲は、本条第１項各号のいずれかに該当した場合、乙による契約解除の有無にかかわらず、本サービス契約に

基づき甲に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、ただちに弁済するものとします。 

４． 乙は、第１項の規定に基づき本サービス契約を解除した場合であっても、甲に対して損害賠償を請求することが

できるものとします。 
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第１２条（本サービスの仕様変更） 

乙は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの仕様の全部または一部を変更することができるものとしま

す。 

 

 

第１３条（本サービスの廃止） 

１． 乙は、乙の営業上、技術上その他の理由により、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとしま

す。 

２． 前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止する場合、乙は、乙所定の方法によってサービスの廃止日

の２ヶ月前までに甲に対してその旨を通知するものとします。 

３． 本サービスの一部を廃止した場合は、その限度で本サービス契約は終了し、全部を終了した場合は、本サービス

の全てが終了するものとします。 

４． 乙は、本条に基づき本サービスを廃止した場合に甲が被った損害について何ら責任を負うものではありません。 

 

第１４条（本サービスの中止） 

１．乙は、乙の責めに帰すべからざる事由により本サービスの全部または一部の提供を行うことができなくなった場合、

本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとします。 

２．乙は、本サービスの全部または一部を中止する場合、甲に対してその旨を通知するものとします。但し、緊急でやむ

を得ない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを中止することができるものとします。 

３．乙は、本条に基づき本サービスの提供を中止した場合に、甲が被った損害について何ら責任を負うものではありま

せん。 

 

第１５条（本サービスの停止）  

１． 乙は、甲が以下各号のいずれかに該当した場合、甲に通知することなく、直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止

することができるものとします。 

（１） 本サービスの申込、およびその他の手続において乙に対して虚偽の事項を通知したことが判明した場合 

（２） 乙の問合せ窓口等へ正当な事由もなく長時間にわたり問合せを行う、または同様の問合せを繰り返し行うこと

により乙の業務に支障をきたした場合 

（３） 乙に対して威嚇による嫌がらせ、恐喝または脅迫などに当たる行為を行った場合 

（４） 本規約に違反し、その程度が軽微でないと乙が判断した場合 

（５） 明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用した場合 

（６） その他乙が不適切であると判断する作為または不作為による行為を行った場合 

２． 乙は、以下各号一にでも該当する場合、甲に対して事前に通知することによって、本サービスの全部または一部の提

供を停止することができるものとします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、乙は事前通知を行わず本サービスを

停止することができるものとします。 

（１） 本サービスの提供に必要な設備に対してメンテナンスまたは工事を実施する必要がある場合 

（２） 乙が本サービスの運用の全部または一部を停止することが望ましいと判断した場合 

３． 乙は、本条に基づき本サービスの提供を停止した場合に甲が被った損害について、何ら責任を負うものではありま

せん。 

４． 乙は、甲の管理する情報等が、本条第１項各号のいずれかに該当する場合は、甲に対し何らの通知なく、蓄積し

ている情報を削除する場合があります。 

 

第１６条（甲による必要機器の準備） 

１． 甲は、必要機器を別途自ら用意するものとします。ただし、本サービスの提供内容の一部として機器の提供がある

場合は、この限りではありません。また、乙は甲に対して必要機器の種類等を指定することができるものとします。 

２． 甲は、必要機器の設置または、機器への接続を自己の責任と費用負担により行うものとします。 

３． 甲は、必要機器の購入およびその設置、接続および設定等を、別途有償にて乙に依頼することができるものとしま

す。 

 

第３章 売買条項 

 

第１７条（本章の適用） 

本章の規定は、本サービス内容として、機器またはソフトウェア（以下、対象機器等といいます）等の提供が含まれる場

合に適用されるものとします。 
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第１８条（対象機器等の所有権） 

１．対象機器等の所有権は、本サービスの初期費用が完済されたときに乙から甲に移転します。なお、手形および小切

手は決済完了まで弁済の効力を生じないものとします。 

２．乙は、甲乙協議の上、甲に事前に対象機器の貸与が必要であると判断した場合、甲への所有権移転前に、対象機

器または対象機器と同等品を甲に貸与し、甲は、善良なる管理者の注意義務をもってこれを保管するものとします。な

お、万一、甲への所有権移転前に当該対象機器または当該同等品等が毀損または滅失した場合には、その責任は

甲が負担するものとします。 

第１９条（対象機器等の納入） 

１．乙は、サービス条項または甲乙別途協議の上、定める引渡し予定日までに甲へ対象機器等を納入します。 

２．輸送障害、天災地変、その他乙の責に帰すべからざる事由により対象機器等の納入が遅れた場合でも乙は、当該

事由から生じた履行遅滞の責を負わないものとします。 

３．甲は、乙より対象機器等の納入を受けた場合は、速やかにこれを検査し、その検査結果を乙に通知するものとしま

す。対象機器等の瑕疵または数量不足等を発見したときは直ちに乙に通知し、その対応を甲乙別途協議の上定め

るものとします。なお、甲の当該検査合格の通知をもって、乙の甲に対する対象機器等の検査は完了したものとしま

す。 

４．甲は、梱包輸送費、搬入費、現地調整費等および対象機器等の納入の為に要する費用を、甲乙別段の合意ある

場合を除き、これを負担するものとします。 

  

第２０条（対象機器等の危険負担） 

対象機器等に関する危険負担は、前条の引渡しが完了した時点で乙から甲に移転するものとし、引渡し完了後に生

じた対象機器等および本件工事の滅失・毀損・変質その他一切の損害は、乙の責に帰すべきものを除き、甲の負担

とします。 

 

第２１条（対象機器等の保証） 

甲に納入された対象機器等に関する故障および不備等に関する保証条件は、当該対象機器等の保証書等に規定

された内容に従い、各当該対象機器等の製造会社により保証されるものとします。 

 

第２２条（対象機器等のリース等） 

１．甲は、本サービスに関する支払方法に関し、リースまたはレンタル等を選択した場合、甲は、本サービスの実施の前

提となる対象機器等の取得に関し、乙の指定するリースまたはレンタル会社等（以下、リース会社等という）との間で

対 象機器等に関するレンタルまたはリース契約を締結するものとします。 

２．前項の場合、対象機器等の所有権その他の条件に関しては、甲とリース会社等の契約によるものとし、甲は指定リ

ース会社の定める契約条件または約款等を遵守し、甲とリース会社等との契約に関して、乙は一切その責任を負わ

ないものとします。 

 

第２３条（対象機器等の移動等） 

１．甲は、対象機器等の設置場所の移動、取り外し、または変更を希望するときは、事前に乙に通知するものとします。

なお、甲の要請がある場合には、乙は、甲の費用負担において対象機器等の移動に乙の定める技術者等を立ち会

わせるものとします。なお、この場合、甲は、当該立ち会いのための費用を負担し、また、対象機器等の運搬および

発送等は甲の責任と費用負担により行うものとします。 

２．前項の規定にもかかわらず、乙に対する事前の通知なしに対象機器等の設置場所が変更されることにより対象機

器等に障害が発生した場合は、乙は、本サービスの提供を実施しないことができるものとします。また、甲は、別途当

該障害の修復に要する一切の費用を負担するものとします。 

 

第２４条（対象ソフトウェアの取扱い） 

１．対象機器等にソフトウェアが含まれる場合、甲は、当該ソフトウェア（以下、対象ソフトウェアといいます）に付属する

使用許諾契約書、別途締結される使用許諾契約書その他当該ソフトウェアの製造会社等が定める使用許諾に関す

る取決めに従うものとします。 

２．対象ソフトウェアおよび対象ソフトウェアに付随するマニュアル、その他本契約に関連して甲に供給される著作物に

関する著作権は、乙または供給元その他の著作権者に帰属するものとし、甲には移転しないものとします。 

３．甲は、著作権者から許諾を受けた場合を除き、乙より提供された前項の著作物の権利を侵害する以下の行為を行

ってはならないものとし、また、第三者に対し、著作物にかかわる著作権の侵害となる行為を行わせないものとしま

す。 

（１）対象ソフトウェアの複製、改変、改造すること 

（２）有償、無償を問わずソフトウェアを第三者へ譲渡またはその再使用権設定を行うこと。 

（３）対象ソフトウェアを本サービスの実施の目的以外で利用すること。 

（４）前各号の他、当該使用許諾契約書に定める事項 
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（５）著作物にかかる著作権の侵害となる行為を行うこと。 

 

第４章 請負条項 

 

第２５条（本章の適用） 

本章の規定は、請負により本サービスが提供される場合に適用されるものとします。 

 

第２６条（納入） 

１．乙は請負にかかる本サービスの実施後、速やかにその旨を甲に通知するものとします。なお、乙は、本サービスの

結果として成果物がある場合には、本サービスの実施とあわせて納入するものとします。 

２．乙は、乙による本サービスの実施または成果物の納入に際して甲に対して必要な協力を要請できるものとし、甲は

乙から協力を要請された場合には、速やかにこれに応じるものとします。 

 

第２７条（検査） 

１．甲は、前条に基づき乙より本サービスの実施通知を受領し、成果物の納入(以下総称して、本項において納入とい

います。) を受けた後、速やかにこれを検査し、その検査結果を乙に通知するものとします。 

２．甲の検査合格の通知をもって、乙の甲に対する本サービスの検査は完了したものとします。 

 

第２８条（成果物の危険負担） 

本サービスの結果として成果物がある場合、甲は、成果物の納入後における成果物の滅失・毀損・変質その他一

切の損害は、乙の責に帰すべきものを除き、負担するものとします。 

 

第２９条（瑕疵担保） 

１． 甲は、本サービスの完了後６カ月以内に本サービス実施結果または成果物の瑕疵を発見したときは、直ちに乙に

通知し、乙は無償で修補するものとします。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、修補に過分の費用を要すると乙が判

断した場合は、対応処置について、甲乙協議の上、別途決定するものとします。 

２． 前項の期間経過後に発見された瑕疵については、甲は、当該瑕疵の修補を有償にて乙に依頼することができるも

のとします。 

 

第５章 委任条項 

 

第３０条（本章の適用） 

本章の規定は、委任により本サービスが提供される場合に適用されるものとします。 

 

第３１条（内容の確認） 

甲は、委任による本サービスの実施結果の全部または一部が終了した場合、速やかにその内容および本件サービ

スの実施結果を確認し、本件サービスの実施結果の不備を発見した場合は、直ちに乙に通知するものとします。な

お、当該確認完了にかかる甲乙双方の書面による通知の授受は行わないものとします。 

 

第６章 標準サービス 

 

第３２条（標準サービス） 

標準サービスとは、別紙１で規定された標準サービスのメニューに応じて提供される以下の種類のサービスをいいま

す。なお、甲が選択したメニューに含まれないサービスは提供されません。 

 

メニュー区分 サービスの内容 

Ⅰ.ハードウェアの提供 対象機器およびソフトウェア等の提供 

Ⅱ．導入設置サービス 対象機器の設定サービス 

Ⅲ．運用サービス 対象機器の設定変更、死活監視 

ヘルプデスクサービス 

Ⅳ．オンサイト保守サービス オンサイトによるハードウェアの保守サービス 

Ⅴ．インターネット接続サービス インターネット接続、メールアカウントの提供 
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第 3３条（ハードウェアの提供） 

  乙は、本サービスに必要となる対象機器およびライセンスを甲に提供するものとします。機器の詳細等は別紙１にて

規定するものとします。なお、ライセンスの利用条件は別紙２に定めるものとします。 

第 3４条（導入設置サービス） 

乙は、導入設置サービスとして甲の申込みメニューに応じて、対象機器および顧客機器の設置・設定サービスを実

施するものとします。なお、導入設置サービスの詳細については、別紙１にて規定するものとします。 

 

第３５条（運用サービス） 

   乙は運用サービスとして、対象機器に関する設定変更、死活監視サービス、およびヘルプデスクサービスを提供す

るものとします。なお、運用サービスの詳細は別紙１に定めるものとします。 

 

第３６条（オンサイト保守サービス） 

１．乙は、オンサイト保守サービスとして、対象機器に障害が発生した場合、甲の障害連絡により乙がオンサイトでの対

応が必要と判断したときは、乙は、オンサイト要員を本サービスの導入場所へ派遣し、別紙１に規定するサービス詳

細に基づくハードウェア保守サービスを実施するものとします。 

２．乙は、前項に加え、クライアント PC 設定保守サービスとして、甲により提供される書面に記載された設定情報に基

づき顧客機器の再設定を実施するものとし、その詳細は別紙１に定めるものとします。 

３．乙は、オンサイト保守サービスを実施するにあたり、乙の判断で同等機能を有する他の機種の対象機器への交換、

使用をすることができるものとします。 

４．乙は、前項のオンサイト保守サービスを実施する上でリモートによる対象機器への接続（以下「リモート接続」といい

ます。）が必要と判断される場合リモート接続ができるものとします。 

５．前項のリモート接続を行う場合、甲は、自らの企業情報等を含む機密情報および個人情報（以下総称して「本件

情報」といいます。）に対して、事前に本件情報への加工、変更、修正またはマスキングその他乙が知得できないよ

うに必要な措置を講じるものとします。 

６．甲が他社プロバイダを利用している場合、ネットワーク環境の障害の原因が他社プロバイダ側にあることが判明した

ときは、甲は、甲の責任において当該障害に対応するものとします。 

 

第３７条（インターネット接続サービス） 

１．乙は、インターネット接続サービスとして、電気通信事業者が提供するブロードバンド回線に対応したインターネット・

サービスを提供するものとします。なお、インターネット接続サービスの詳細については、別紙１にて規定するものとしま

す。 

２．甲が、他社プロバイダを利用してインターネットへ接続する場合、乙は、メール設定および接続障害の原因切り分け

サービスを提供するものとします。 

 

第７章 オプションサービス 

 

第３８条（オプションサービス） 

オプションサービスとは、甲が標準サービスの利用期間内において、以下に定めるサービスのうち、いずれかもしくは全

てを選択して申し込んだ場合にのみ有償で提供されるサービスをいいます。但し、下表の２乃至７のサービスについては、

甲が NETBegin BB パック Select 契約を締結済みで、当該契約において、同等のサービス提供を受けていることを前提といたし

ます。なお、当該オプションサービスの追加および一部または全部の解約は、随時行えるものとします。 
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Ⅵ.オプションサービス 

１．PC ウイルス対策サービス 

２．ホスティングサービス 

３．SSL 用 IP アドレスの割り当てサービス 

４．ホスティングメール設定サービス 

５．DNS サーバー設定変更サービス 

６．ドメイン登録者変更サービス 

７．メールアドレス追加サービス 

 

第３９条（PC ウイルス対策サービス） 

乙は、甲の選択に応じて、PC ウイルス対策サービスを提供するものとします。なお、PC ウイルス対策サービスの詳細

については、別紙１にて規定するものとします。 

 

第４０条（ホスティングサービス） 

乙は、甲の選択に応じて、所定の容量のメールサーバーと Web サーバー機能を持った共有型ホスティングサーバ

ーを提供するものとします。なお、ホスティングサービスの詳細については、別紙１にて定めるものとします。 

 

第４１条（SSL 用 IP アドレスの割り当てサービス） 

１．乙は、Web サーバーで SSL 認証を利用するために、甲に対し固有 IP アドレスを割り当て、SSL（Secure Socket Layer）利用のた

め、「CSR の生成」、「SSL サーバーID のインストール」、｢SSL 接続の有効設定｣を行います。 

２．甲は、自己の責任により SSL サーバーID（証明書）の申請、管理（認証会社によりますが１年もしくは２年間の有効期限となりま

す）を行います。 

３．当該 SSL 用 IP アドレスの割り当ては、SSL による通信の安全性を保証するものではありません。 

 

第 42 条（ホスティングメール設定サービス） 

乙は、甲の選択に応じてホスティングメール設定サービスを提供するものとします。なお、ホスティング関連サービスの詳細に

ついては、別紙１にて規定するものとします。 

 

第 43 条（DNS サーバー設定変更サービス） 

１．乙は、甲の選択に応じて DNS サーバー設定変更を提供するものとします。なお、ドメイン関連サービスの詳細については、別紙

１に規定するものとします。 

２．甲は、ドメイン機関が定める諸規則、指針、ポリシーその他の取り決めならびにドメイン名に関する紛争処理方針(以下、ドメイン

機関の諸規則等を｢諸規則等｣といいます。) に従うものとします。なお、諸規則等は、ドメイン機関により随時変更される場合が

あることを甲は事前に承諾するものとします。 

 

第 44 条（ドメイン登録者変更サービス） 

１．乙は、甲の選択に応じてドメイン登録者変更サービスを提供するものとします。なお、ドメイン登録者変更サービスの詳細は別紙

１に定めるものとします。 

２．甲は、ドメイン機関が定める諸規則、指針、ポリシーその他の取り決めならびにドメイン名に関する紛争処理方針(以下、ドメイン

機関の諸規則等を｢諸規則等｣といいます。) に従うものとします。なお、諸規則等は、ドメイン機関により随時変更される場合が

あることを甲は事前に承諾するものとします。 
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第 45 条（メールアドレス追加サービス） 

乙は、甲の選択に応じて、メールアドレス追加サービスを提供するものとします。なお、メールアドレス追加サービスの

詳細については、別紙１にて規定するものとします。 

 

第 46 条（追加サービス） 

１．乙は、追加サービスとして、PC 設定サービスおよびルーター設定サービスの全部またはその一部を甲の申込に基づき、別途有

償で提供するものとします。 

２．乙は、追加サービスとして、甲が本サービスの導入後、本サービスの対象となるクライアント PC の設定が必要となった場合、PC

設定サービスとして、当該クライアント PC の設定を実施するものとします。詳細については、別紙 1、Ⅱの２に規定するものとしま

す。 

３．乙は、追加サービスとして、甲が本サービスの導入後、本サービスの対象となるルーターの設定が必要となった場合、ルーター

設定サービスとして、当該ルーターの設定を実施するものとします。詳細については、別紙 1、Ⅱの１に規定するものとします。 

 

第８章 料金等 

 

第４７条（料金等）  

１． 甲は、料金等を、乙所定の支払い方法に従って乙に支払うものとします。 

２． 料金等のうち初期費用については、甲は、当該費用を、乙所定の支払い方法に従って、甲乙協議のうえ定めた期

日までに乙に支払うものとします。 

３． 料金等のうち月額費用については、甲は、月額費用を、検収日の属する月の翌月から契約終了日の属する月の翌月ま

で毎月乙所定の支払い方法に従って、乙に支払うものとします。なお、第１０条により、甲が本サービスの解除を申

し出た場合、甲の当該月額費用の支払義務は、解除該当月まで発生するものとします。 

４． 前項の規定の他、本サービスでの訪問先が、乙または関連会社等の所在する場所より片道５０ｋｍ以上の距離で、

かつ片道２時間以上かかる地区、および沖縄本島を除く周辺島部である場合、甲は、その都度乙の請求に基づき

別途追加料金を負担するものとします。 

５． 理由の如何を問わず本サービス契約が効力を失った場合といえども、乙は、甲より一旦支払われた料金等を甲に

返金しないものとします。 

６． 第６条に定める最長期間の満了後については、第３項の月額費用と別途乙が定める月額費用が適用されるものと

します。 

 

第４８条（消費税） 

前条の本サービスの料金等にかかる消費税については、消費税法に基づき支払うものとします。尚、税率の変更が

あった場合は、当該変更の実施後に甲が乙に支払う対価より変更された消費税を適用するものとします。 

 

第４９条 （支払遅滞）  

甲は、本サービスの料金等または本サービス契約に定める費用の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日か

ら完済の日まで支払うべき金額に対して年 14.6％の割合の遅延損害金を乙に支払うものとします。） 

 

第９章 一般条項 

 

第５０条（氏名等の変更）  

甲は、その会社名、商号、または住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を乙に通知するものとし

ます。 

 

第５１条（データ等の責任）  

１． 甲は、本サービスの実施にあたり、データ等について、自己の責任と費用負担において自ら修復可能なように当該

機器のバックアップ等適切な処置を講ずるものとします。 

２． 乙が、本サービスの実施にあたり甲のデータ等が、滅失、毀損、漏洩した場合といえども、その結果発生する直接

あるいは間接の損害について乙は、いかなる責任も負わないものとします。 

 

第５２条（甲の協力） 

１． 甲は、ID 等を自己の責任において管理するものとし、ユーザＩＤ及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しない

とともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。 
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２． 甲は、ID 等を漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により乙または第三者に損害が生じた場合には、こ

れによって生じた一切の責任を負うものとします。 

３． 甲は、乙の本サービスの実施にあたり、乙より要請があった資料等を速やかに提示するものとし、当該資料等に変

更があった場合は、速やかに乙に通知するものとします。 

４． 甲は、乙の本サービスの実施にあたり、甲の事業所内に立ち入る必要がある場合、甲は、乙の立ち入りを許可する

と共に、本サービスの実施に必要となる適切な広さの作業場所を乙に提供するものとします。この場合、乙は、当該

事業所の定める安全衛生基準等の諸規則を遵守するものとします。 

５． 甲は、乙が本サービスを実施する上で甲の事業所内で発生する電気代等の費用を負担するものとします。 

６． 甲は、乙の本サービスの実施にあたり必要となる場合、必要機器および甲の保有するコンピューター等の設備を提

供するものとします。この場合、乙は、当該設備の使用規則を遵守するものとします。 

７． 甲は、対象機器の設置場所の移動、取り外しをするときは、事前に乙に通知するものとし、乙は、甲の費用負担に

おいて対象機器の移動に乙または関連会社等の従業員を立ち会わせるものとします。 

８． 甲は、対象機器の設置場所で計画停電が発生する場合は、1 ヶ月前に乙に通知するものとします。 

９． 甲は、乙または関連会社等の従業員が本サービスの実施に必要であると判断した場合、乙による対象機器の停止、

または甲の事業所外への持ち出しを認めるものとします。 

１０． 甲は、対象機器の設置場所の環境等について、対象機器メーカー指定の状態に維持および管理するとともに、当該メー

カー所定の使用方法に従って対象機器を使用するものとします。 

 

第５３条（免責規定） 

１．以下各号に定める作業については本サービスの適用外とし、乙は、当該作業の実施について何らの責任も負わな

いものとします。 

（１） 以下の①から③のいずれかに起因する対象機器の障害又は故障の修理 

① 対象機器メーカー指定外の媒体又は消耗品等の使用 

② 対象機器メーカーの定める使用環境以外での使用 

③ 対象機器メーカーの保証が適用されない対象機器の不適正な使用、火災、水害、異常電流、甲による輸

送、若しくは乙又は対象機器メーカー従業員（対象機器メーカーの委託先従業員を含む）以外の者により

実施された改造又は作業等 

（２） 甲による乙への事前の通知なしに対象機器の移動・設定変更が行われた場合や基本ソフトウェア以外のソフト

ウェアをインストールしたことによって、対象機器に障害が発生した場合の障害復旧作業 

（３） 対象機器へのコンピュータウイルス感染、および外部からの不正アクセス等に起因して対象機器、または甲の

使用するソフトウェア等に障害が発生した場合の障害復旧作業 

（４） データベース、プログラムおよびマクロ等の作成、追加および変更ならびにこれらに関わる支援作業 

（５） 天災地変、戦争・騒乱、ストライキ、行政行為、その他の不測の事故、もしくは甲の故意、過失または不適正な

使用によって対象機器に障害が発生した場合の障害復旧作業 

（６） 前各号の他、乙が定める本サービスの範囲外と判断する作業 

 ２．乙は、本サービスおよび本ソフトの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる保証も

行わないものとし、本サービスの提供に伴い発生する損害については一切の責任を負いません。 

３．乙は、本サービスの提供により、甲の保有するデータの保管、ならびにセキュリティの安全性および完全性を保証す

るものではありません。 

４．乙は、｢特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律｣第 3 条(損害

賠償責任の制限)に基づく要件が充足された場合には、賠償責任を負わないものとします。 

５．乙は、資料等または甲の事業所等に関して、内容等の誤りまたは甲の提供遅延によって本サービスの実施遅滞、

本サービス実施結果の瑕疵等が発生した場合、乙は何らの責任も負わないものとします。 

６．乙は、以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如

何を問わず何らの責任を負わないものとします。 

（１） 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力 

（２） 甲設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害 

（３） 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能に起因する損害 

（４） 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信

経路上での傍受 

（５） 乙または乙の仕入先が定める手順・セキュリティ手段等を甲が遵守しないことに起因して発生した損害 

（６） 本サービス用設備のうち乙の製造に係らないソフトウェア(ＯＳ、ミドルウェア、ＤＢＭＳ)及びデータベースに起因して発生し

た損害 

（７） 本サービス用設備のうち、乙の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害 

（８） 電気通信事業者の提供する電気通信役務の制約や不具合に起因して発生した損害 

（９） その他乙の責に帰すべからざる事由 
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第５４条（第三者の権利侵害） 

本サービスの実施に関し、甲と第三者との間に当該第三者の権利侵害に関する紛争が生じた場合には、乙は一

切の責任を取らないものとします。 

 

第５５条（秘密保持）  

１． 受領当事者は、秘密情報につき秘密を保持し、開示当事者の事前の書面による承諾を得ずに、これを第三者に開

示または漏洩しないものとします。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報の定義から除外します。 

（１） 開示の際、すでに公知となっていた情報。 

（２） 開示後、受領当事者の責めによらずに公知となった情報。 

（３） 開示時に、既に受領当事者が所有していた情報。 

（４） 開示後、受領当事者が秘密情報に触れることなく独自に開発した情報。 

（５） 開示後、受領当事者が第三者より秘密保持義務を負うことなく正当に取得した情報。 

２． 前項の規定にかかわらず、受領当事者は、裁判所や行政機関の命令等法律に基づき秘密情報を開示する必要の

ある場合には、秘密情報を開示できるものとします。この場合、受領当事者は開示当事者に対して、その旨を書面

で事前に通知するとともに、開示の範囲を最小限にするよう努めるものとします。 

３． 受領当事者は、本サービス契約終了後、開示当事者の指示に従い、速やかに秘密情報を返還または廃棄するも

のとします。 

 

第５６条（反社会的勢力との関係排除等） 

１．甲および乙は、自己、自己の役員（名称の如何を問わず、経営および事業に支配力を有する者をいいます。）もしく

は業務従事者または本サービス契約の媒介者が、次の各号の一つにも該当しないことを誓約します。 

（１） 反社会的勢力であること。 

（２） 反社会的勢力が出資、融資、取引その他の関係を通じて、自己の事業活動に支配的な影響力を有するこ

と。 

（３） 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

（４） 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に危害を加える目的をもってするなど、不

当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。 

（５） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していると認められる関係を有すること。 

（６） 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

２．甲および乙は、本サービス契約の履行が反社会的勢力の運営に資することがないこと、またはその活動を助長する

おそれがないことを誓約します。 

３．甲および乙は、次の各号に該当する事項を行わないものとします。 

（１） 反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に対して資金、便宜の提供もしくは出資等の関与をする等、反

社会的勢力と関係を持つこと。 

（２） 自らもしくは業務従事者または第三者を利用して以下の行為を行うこと。 

① 詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどすること。 

② 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力で

ある旨を伝えるなどすること。 

③ 相手方の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること。 

④ 相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること。 

４．甲または乙は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本サービス契約を解除するこ

とができるものとします。この場合、甲または乙は相手方に対して、その名目の如何を問わず、金員の支払その他経

済的利益の提供の義務を負担しないものとします。 

 

第５７条（損害賠償責任）  

１． 甲は、本サービス契約に関連し、乙の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、乙に対して、損害賠償を請求

することができます。この場合、乙が甲に支払う損害賠償額は、料金等を限度とします。 

２． 甲が本サービス契約に違反する等甲の責に帰すべき事由により、乙に損害を与える事態となった場合、乙は、甲に

対し損害賠償を請求できるものとします。 

 

第５８条（権利義務の譲渡等）  

甲は、本サービス契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならないものとします。

ただし、乙の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。 

 

第５９条（準拠法）  

本サービス契約の成立、効力、解釈および権利の得喪についての準拠法は、日本国法に準拠するものとします。 
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第６０条（協 議）  

甲および乙は、本サービス契約に定めのない事項または解釈上の疑義については必要に応じ協議して定めるもの

とします。 

 

第６１条（管轄裁判所）  

甲および乙は、本サービス契約に付随して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とするものとします。 

以上 
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別紙１ 本サービス提供内容 

 

【Ⅰ．ハードウェア提供】 

１．対象機器の提供 

乙は甲に対し、本サービスに必要となる対象機器を提供するものとします。 

   本サービスにおいて提供される UTM は以下の機種となります。 

トレンドマイクロ ClouｄEdge50 

２．ライセンスの提供 

本サービスの提供に際して対象機器の利用必要となる、メーカー所定のライセンスを提供するものとします。当該ライセンスが

終了した場合、対象機器の利用は行えないものとします。 

 

【Ⅱ．導入設置サービス】 

１．導入設置サービス 

乙は導入設置サービスとして、 甲の本サービスの導入場所にて、本件機器を設置し、所定の設定を実施するものとします。

但し、ゲートウェイ機器として設置するため、ルーターが入っている環境には設置できません。 

導入設置サービスの対象となるルーターは、Ⅰ．ハードウェア提供で指定された機種の UTM のみとします。 

２．顧客機器設定サービス 

乙は、対象機器の導入時に、対象機器と接続される PC に対して、LAN 接続、インターネット接続に必要な Windows ネットワ

ーク設定を行います。電子メールの送受信ができるようメールソフトの設定を行います。（※１） 

株式会社リコー製のプリンターおよび複合機をネットワークプリンタとして利用できる設定を行います。 

オプションのホスティングサービスを申し込んでいる場合、ホスティングサーバーにクライアント PC の台数分のメールアカウン

トを作成し、クライアント PC へのメール設定を行います。（※２） 

※１ 設定対象となるメールソフト：Microsoft Windows メール、Microsoft Windows 10 メール、Microsoft Outlook 2013/2016 

※２ ホスティングサーバーへのアカウント登録は、本サービスと同時に申込された場合のみ実施されることとなります。 

 

【Ⅲ．運用サービス】 

１．運用サービスの提供内容 

乙は、運用サービスとして以下に規定する内容のサービスを提供するものとします。 

（１）対象機器に関する設定変更 

乙は、甲からの設定変更依頼書に従い、設定変更をリモートで実施するものとします。なお、当該対応に基づく結果について

は、乙の故意または重過失の場合を除き、乙は何ら責任を負うものではありません。 

（２）対象機器の死活監視サービス 

a．乙は、監視サービスとして、対象機器の死活監視とその結果、サービス停止等の障害発生時に甲への障害通知のサービ

スを提供するものとします。 

b．監視サービスは、甲の個々の環境や本サービスで提供される全てのサービスの不具合を、検知及び通知することを保

証するものではありません。 

（３）ヘルプデスクサービス 

a．乙は、ヘルプデスクサービスとして以下に規定する内容のサービスを提供するものとします。なお、本サービス以外の内容

に関する問い合わせや障害対応はヘルプデスクサービスに含まれず、乙は一切責任を負わないものとします。 

①本サービスの障害対応。 

②本サービスのクラウド管理画面の設定、操作に関する問合せ応対。 

③本サービスのネットワーク変更に関する応対。 

b．前項各号に対する応対は、乙の合理的判断に基づきなされるものとし、当該応対に基づく結果については、乙の故意また

は重過失の場合を除き、乙は何ら責任を負うものではありません。また乙は、全ての内容に回答し、甲に生じた問題を全

て解決することを保証するものではありません。 

c．ヘルプデスクサービスは、甲からの電話またはメールによる問い合わせを端緒として、必要に応じてリモート接続により提

供されるものとします。 

d．乙は、甲からの問合せに対し、クライアント PC に対するリモート接続ができるものとします。ただし、以下各号の場合におい

ては、リモート接続は実施されないものとします。 

①リモート接続に対する甲の同意がない場合 

②甲がインターネット接続環境を有していない場合 

③甲のインターネット接続環境が乙の定める要件を満たしていない場合 

④甲のインターネット接続環境を提供するサービスプロバイダ等その他インターネット接続に介在する第三者側の事由によ 

り、甲が対象機器にリモート接続ができない場合 

⑤前各号のほか乙がリモート接続を実施することができないと判断した場合 

e．前項のリモート接続が実施された場合であっても、対象機器の操作は甲が行うものとし、乙による対象機器の操作は行わ

れないものとします。また、前項のリモート接続の実施中、甲は、対象機器の画面を常時確認し、乙に必要な情報を提供

するものとします。 
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f．甲は、乙がリモート接続を実施するにあたり、乙に対して個人情報または企業情報を開示する場合、甲の責任において当

該個人情報または企業情報に対してデータの加工、変更または修正を行い、もしくはデータに対してマスキング等を実施

し、乙が当該個人情報または企業情報を知得できないよう必要な措置を講じるものとします。なお、当該措置が講じられ

ない場合、乙は、リモート接続の全部または一部の提供を行わないことができるものとします。 

 

2．サービスの提供時間帯 

本サービスで提供されるサービスの提供時間帯は下表のとおりとします。 

運用サービス 月曜日～金曜日 9:00～17:00 ※ 

※祝日および年末年始等の乙の指定日は除きます。 

 

【Ⅳ.オンサイト保守サービス】 

１．ハードウェア保守サービス 

（１）乙は、ハードウェア保守サービスとして、対象機器に障害が発生した場合、甲の障害連絡により乙がオンサイトによる対応が

必要と判断したときは、オンサイト要員を本サービスの導入場所へ派遣し、対象機器の部品交換または修理を実施するも

のとします。但し、甲が乙から購入したものは対象外とする。 

（２）サービスの提供時間帯 

本サービスで提供されるサービスの提供時間帯は下表のとおりとします。 

障害受付サービス 月曜日～金曜日 8:30～18:00 ※ 

ハードウェア保守サービス 月曜日～金曜日 9:00～17:00 ※ 

 ※祝日および年末年始等の乙の指定日は除きます。 

２．クライアント PC 設定保守サービス 

１．クライアント PC のネットワーク設定、Web ブラウザ設定、メールソフト設定に不具合が生じ、クライアント PC がインターネット

接続障害およびメールの送受信障害が発生した場合、ネットワーク構成図に基づき再設定を行います。 

ネットワーク構成図に記載のない設定および甲の事情によるクライアント PC の買い替えまたは移設に伴う設定は、クライ

アント PC 設定保守サービスの対象外となります。 

なお、当該対象外設定を行うこの場合は、追加メニューの PC 設定を申し込む必要があります。 

設定対象となる Web ブラウザおよびメールソフトは以下の通りとします。 

     Web ブラウザ：Internet Explorer 9 以上 

     メールソフト：Microsoft Windows メール、Microsoft Windows 10 メール、Microsoft Outlook 2013/2016 

２．サービスの提供時間帯 

本サービスで提供されるサービスの提供時間帯は下表のとおりとします。 

障害受付サービス 月曜日～金曜日 8:30～18:00 ※ 

クライアント PC 設定保守サービス 月曜日～金曜日 9:00～17:00 ※ 

※祝日および年末年始等の乙の指定日は除きます。 

 

【Ⅴ．インターネット接続サービス】 

インターネット接続サービスは、甲の選択に応じて以下のメニューのいずれかを提供します。 

メニュー サービス内容 

リコープロバイダー 動的 IP によるインターネット接続サービスとメールアカウントの提供 

リコープロバイダー 固定 １IP 固定 IP によるインターネット接続サービスの提供 

他社プロバイダー接続保守 他社プロバイダーによる接続環境保守サービスの提供 

 

  ①リコープロバイダー 

メールアカウントは、乙が所有するドメインによるメールアカウントとなり、なお、メールアカウントで利用できる容量は 100Mbyte

となり、ウイルスチェック機能／スパム対策機能が標準提供となります。 

※本メニューでインターネット接続サービスを利用するにあたり、甲が過大な通信量を発生させることにより、他にインター

ネット接続サービスを利用する第三者へ重大な支障を与える、又は与えるおそれのあると乙が判断した場合、利用の公正

性を確保するため通信を制限（帯域制御）することがあります。なお、制限は公正性が確保され次第解除します。 

  ②リコープロバイダー固定 １IP 

   ※メールアカウントは付与されません。 

  ③他社プロバイダー接続保守 

※PC１台に他社プロバイダーのメール設定を実施します。 

   ※保守時、他社プロバイダーの情報も含めて障害原因の切り分けを実施します。 
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※弊社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、弊社が指定する児

童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前

に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあり

ます。また、当該措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない

状態に置く場合があります。これらは弊社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。 

 

  ＜サービス提供可能回線種別＞ 

   下表の回線種別（プラン）においてのみインターネット接続サービスが利用できます。 

提供可能回線種別 プラン名 

B フレッツ ファミリー１００／ハイパーファミリー／マンション／ベーシック 

フレッツ・光プレミアム ファミリー／マンション 

フレッツ・光ネクスト 

ファミリー／マンション 

（ハイスピードタイプ、スーパーハイスピードタイプ 隼[NTT 西日本]

含む） 

フレッツ・光ライト ファミリー／マンション 

フレッツ・ADSL 

モアⅢ／モアⅡ／モア／モアスペシャル／モア４０／モア２４／８

Ｍプラン／１．５Ｍプラン 

 

【Ⅵ．オプションサービス】 

乙は甲の選択により、以下の各号に定めるオプションサービスを提供するものとします。 

 

１．PC ウイルス対策サービス 

①乙は、クライアントPC 用のウイルス対策ソフトを甲に提供するものであり、当該ウイルス対策ソフトはウイルス定義ファイルおよびウ

イルス対策ソフト自身のバージョンアップをインターネット経由で自動的に行います。 

②PC ウイルス対策は、本サービスで使用する PC 台数と同数の申込が必要となり、ウイルス対策ソフトのライセンス提供と、PC への

初回インストールを行うものとします。なお、当該ウイルス対策ソフトは弊社が指定するウイルス対策ソフトとなります。  

③当該ウイルス対策ソフトを使用した結果、なお、ウイルスによる被害が生じた場合においても、乙による駆除作業、復旧作業およ

びデータの保証等は行いません。 

 

２．ホスティング（５００MB/１GB/２GB/３GB）サービス 

① 乙は、下表の容量のメールサーバーと Web サーバー機能を持った共有型ホスティングサーバーを甲に提供します。なお、利用

アカウント数は無制限とし、ウイルスチェック機能／スパム対策機能は標準提供とします。   

メニュー名 メール容量 Web 容量 

ホスティング ５００MB 500Mbyte 500Mbyte 

ホスティング １GB 1Gbyte 1Gbyte 

ホスティング ２GB 2Gbyte 2Gbyte 

ホスティング ３GB 3Gbyte 3Gbyte 

    ※ホスティングで運用できるドメイン数は 1 つとなります。 

※メール容量、Web 容量の利用サイズの上限設定は変更できません。 

②甲がドメイン名を保有されていない場合は、「ドメイン取得代行」、他社で管理している場合は「ドメイン移管」が必要とな

ります。 

③メールアカウントごとの容量制限は、ご契約容量内にて任意に設定できます。初期設定は「制限なし」になっております

が、メールをサーバーに残したり、ご契約容量を圧迫するようなメールを受信した場合、新しいメールの受信に時間が

かかったり、取得に失敗するなど、甲利用サイトに影響が出る恐れがございます。 

④ご契約のディスク容量を超過した場合は、ホスティングサービスが停止することがありますのでご注意下さい。 

⑤甲が Web サーバーとしてホスティングサービスを利用中に、検索エンジンにおいて甲の Web ページの検索結果（順位

など）に変更が生じたとしても、乙は当該変化に何ら関与するものではなく、何らの責任も負担するものではありません。 

⑥ウイルスチェック機能は、メールに対してのウイルスチェックになり、クライアント PC のウイルスチェックまたは駆除は行い

ません。また、最新パターンファイルにて運用しますが、新種のウイルスなど全てのウイルス駆除を保証するものではあ

りません。 
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３．SSL 用 IP アドレスの割り当て 

①乙は、Web サーバーで SSL 認証を利用するために、甲に対し固有 IP アドレスを割り当て、SSL（Secure Socket Layer）利

用のため、「CSR の生成」、「SSL サーバーID のインストール」、｢SSL 接続の有効設定｣を行います。 

②甲は、自己の責任により SSL サーバーID（証明書）の申請、管理（認証会社によりますが１年もしくは２年間の有効期限と

なります）を行います。 

③当該 SSL 用 IP アドレスの割り当ては、SSL による通信の安全性を保証するものではありません。 

 

４．ホスティングメール設定 

乙は、ホスティングでのメールアカウント１つを追加作成し、PC１台へのメール設定を行います。 

 

５．DNS サーバー設定変更 

   乙は、乙が管理する甲のドメインに関して、乙が管理している DNS サーバーの IP アドレスの変更や、レコード情報の追加・変

更等、DNS に関わる各種設定変更を行います。 

 

６．ドメイン登録者変更 

   乙は、ドメインに関する各種登録情報（所有者情報や登録者情報など）に変更が生じ、当該登録情報の変更が必要となった

場合、当該登録情報の変更手続の代行をします。 

※ドメイン登録者変更サービスは、新所有者と旧所有者間で行われたドメインの所有権の移転を前提とします。なお、

新所有者と旧所有者間のドメインの所有権移転に関する紛争については、甲が自己の責任と費用負担において解

決するものとし、乙は何ら関与するものではありません。 

※ドメイン登録機関の要請により、甲は、別途甲に関する資料を書面で提出しなければならないことがあります。 

 

７．メールアドレス追加 

   乙は、リコープロバイダーが提供するメールアドレスを１つ追加します。なお、仕様は、リコープロバイダーが標準で提供するメ

ールアドレスと同等とします。 

※リコープロバイダーをご利用いただいている場合のみのご利用となります。 

※本メールアドレス追加を複数申し込むことで、メールアドレスを複数追加できます。（上限無し）※標準サービスと同時申込

の場合を除き、メールソフトへの設定をご希望の場合は、追加メニューの「PC 設定」と同時に申込が必要となります。 

 

以上 
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別紙２  ソフトウェア使用許諾条件 

 

第１条（使用権の許諾） 

（１） 本ソフトウェアの使用許諾条件として、株式会社リコー（以下、リコーといいます）は甲に対して、甲が本サービスを

受けるために、対象機器におけるセキュリティ対策を目的とした日本国内における非独占的、再許諾不可能かつ譲

渡不可能な権利を許諾いたします。 

（２） 甲は、リコーが別途指定した本ソフトウェアライセンス数のみで、本ソフトウェアを使用することができます。なお、甲は、

当該本数を超えて本ソフトウェアを使用する場合には、別途必要な本ソフトウェアのライセンス数の許諾を得るものと

します。 

（３） 甲は、本ソフトウェアの複製はできないものとします。 

 

第２条（著作権等） 

（１） 本ソフトウェアに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権はトレンドマイクロ

株式会社（以下、トレンドマイクロといいます）へ独占的に帰属します。 

（２） 甲は、リコーおよびトレンドマイクロの書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを第三者へ賃貸、貸与、

販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェアに担保権を設定することはできないものとします。 

（３） 甲は、リコーおよびトレンドマイクロの書面による事前の承諾を得ることなく、甲の顧客サービス（有償、無償を問わず

営利目的または付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービス）の一環として本ソフトウェアを使用することは

できないものとします。 

（４） 甲は、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとし

ます。甲の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、乙、リコーおよびトレンドマイクロは、当該障

害に関して一切の責任を負わないものとします。 

 

第３条（保証及び責任の限定） 

（１） 乙、リコーおよびトレンドマイクロは、本ソフトウェアに関して、一切の保証を行わないものとします。また、乙、リコーお

よびトレンドマイクロは、本ソフトウェアの機能が甲の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェ

アの物理的な紛失、盗難、事故及び誤用等に起因する甲の損害につき一切の保証を行わないものとします。 

（２） 本ソフトウェアの使用に起因して甲又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関し

て、乙、リコーおよびトレンドマイクロは一切の責任を負わないものとします。尚、理由の如何を問わず乙、リコーが、

甲又は第三者に対して負担する責任の総額は、本サービスの対価として実際に支払った 100%の額を上限としま

す。 

 

第４条（一般条項） 

（１） 甲は、リコーおよびトレンドマイクロの書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本国外へ持ち出すこ

とはできないものとします。 

（２） 本約款で定める本ソフトウェアの使用許諾に関し、本約款の締結以前に、甲、リコーおよびトレンドマイクロとの間に

なされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、リコーおよびトレンドマイクロは、甲へ事前の通知を行うこ

となく本約款で定める本ソフトウェアの使用許諾の内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の内

容、その他の告知内容は無効となり、最新の内容、告知内容が適用されるものとします。 

（３） リコーは、甲が本使用許諾条件のいずれかに違反した場合、甲による本ソフトウェアの使用を終了させることができ

るものとします。 

 

以上 

 


